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他の医療機関による Rh 式血液型の報告への信頼が否定された事例 

 

メディカルオンライン医療裁判研究会 

 

 

【概要】 

 開業医が，臨床病理センターの誤報告に基づき，真実は母親のＲｈ式血液型がＲｈ(－)であるにもかかわらず，

母子手帳にＲｈ(＋)と記載したことによって，Ｒｈ血液型不適合妊娠への対応が取られなかった結果，新生児溶

血性疾患が生じ，第二子は核黄疸を発症して脳性麻痺となり，第三子は胎児全身水腫症で死亡したことにつ

いて，臨床病理センター，開業医及び転院先の病院の責任が認められ，計５７２７万円の支払いが命じられた

事案。 

 

キーワード： Rh血液型不適合妊娠，血液型検査，誤報告 

判決日：札幌地方裁判所昭和５７年１２月２１日判決 

結論：請求認容 

 

【事実経過】 

1 第一子Ｃに関する経過 

年月日 詳細内容 

昭和 46年 

11月20日~

昭和 47年 

3月 15日 

ＡがＣを妊娠したため，Ｏ医師（産婦

人科，Ｏ医院を開業）を受診。 

昭和 47年 

1月 19日 

Ｏ医師はＡから採血した上，臨床病

理センターＨに検査を依頼。 

後日，Ｏ医師は母子手帳にＲｈ(+)と

記載（カルテ及び母子手帳には，検

査報告書自体の添付はない）。 

4月 17日~ 

6月 29日 

里帰り分娩のためＯ医院からＩ病院に

転院し，Ｉ病院を７回受診してＰ医師

の診察を受けた。 

7月 3日 Ｉ病院にて，Ｃを満期正常分娩。 

Ｐ医師は，母子手帳に「Ｒｈ(+)」と記

載されているのを確認し，問診の結

果を加味して血液型本人欄に「Ａ型

Ｒｈ(+)」と転記した。カルテにも同様

に転記し，Ｉ病院にて改めて血液検査

を行うことはなかった。 

 

 

 

2 第二子Ｄに関する経過 

年月日 詳細内容 

昭和 49年 

1月 9日~ 

3月 11日 

母親Ａ，第二子Ｄを妊娠したため，Ｏ

医師を受診。 

1月 11日 Ｏ医師，Ａから採血した上，臨床病理

センターＨに検査を依頼。 

後日，Ｏ医師は母子手帳にＲｈ(+)と

記載（カルテ及び母子手帳には，検

査報告書自体の添付はない）。 

4月 18日, 

5月 20日 

父親Ｂの転勤の関係で，Ｊ病院を受

診。 

5月 20日~ 

7月 4日 

里帰り分娩のためＩ病院に転院し，Ｉ

病院を５回受診してＰ医師の診察を

受けた。 

7月 7日 

午前 1 時こ

ろ 

陣痛が発起。 

午前 8 時こ

ろ 

Ｉ病院に入院。 

午前9時30

分ころ 

日曜日でＰ医師が自宅待機のため，

助産師の介助の下に人工破水。 

午前 11 時

27分ころ 

満期正常分娩によりＤ（女児）を出

産。 

体重２９００グラム，頭囲，胸囲ともに

各３３センチ，身長５２センチあり，母
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子ともに異常がなかった。 

第二子の妊娠・分娩に際しても，Ｐ医

師は，Ｏ医師が母子手帳の備考欄に

記載していた「Ｒｈ(+)」との検査結果

を確認し，自らはＡに問診するのみ

で，改めてＡの血液型の検査を行うこ

とはなかった。 

Ａは，ＣとＤ以外には妊娠歴はなく，

輸血歴もなかったが，Ｄは，出生直後

に核黄疸を発症し，アテトーゼ型脳

性麻痺に罹患した（争点に対する裁

判所の認定）。 

 

3 第三子Ｅに関する経過 

年月日 詳細内容 

昭和 50年 

6月 11日 

ＡはＥを妊娠し，妊娠３か月目にＪ病

院を受診。 

7月 9日 Ｊ病院にて血液検査を行った結果，Ａ

の血液型がＡ型Ｒｈ(-)であることが判

明。 

10月 29日 Ｊ病院における再検査でＡの血液型

がＲｈ(-)とされたため，抗Ｄ抗体産生

の有無を調べるため間接クームス試

験を行ったところ陽性で，既に抗Ｄ抗

体が産生されていた。 

11月 10日, 

20日 

Ａの母体血の直接クームス試験によ

る抗体価がそれぞれ３２倍，１２８倍に

達していることが判明。 

11月 21日 羊水分析がなされたが羊水が一滴も

出ず，即日入院の上，早期娩出法に

よる出産を試みることを決定。 

11月 22日 

午前 11時こ

ろ 

陣痛を人工的に発起 

午後3時30

分 

パルトグラムの児心音の最終記載（他

の事項についてはその後にも付加記

載がある）。 

午後4時40

分ころ 

人工破水 

午後4時46

分 

廻旋鉗子により胎児（在胎３４週，身

長４０センチ，体重２５５０グラム，頭囲

３１．５センチ，腹囲３８．５センチ，胎

盤１９４０グラム）を娩出させたものの，

胎児は泣き声も発せず呼吸をするこ

ともなかった上，分娩に立会った医

師・助産婦のいずれもが胎児の臍帯

の拍動を確認しておらず，仮死の場

合になされる蘇生術も施されることは

なく，分娩直後のアプガースコアも１

分後，５分後ともに「０」との記載。 

分娩直後の臍帯血の検査によると直

接クームス試験は陽性である上，血

液検査結果内容もＥの著しい溶血状

態を示しており，Ｅは胎児全身水腫

症によって死亡するに至った（争点

に対する裁判所の認定）。 

 

 

 

【争点】 

１ Ｏ医師が，第一子Ｃ，第二子Ｄにかかる母子手帳

に母親ＡのＲｈ式血液型を記載するに際して，同血

液型判定検査を臨床病理センターＨに依頼した事

実の有無，同センターがＯ医師に対して，各血液型

判定検査の結果報告に際して，真実はＲｈ(-)である

にもかかわらずＲｈ(+)と誤った報告をした事実の有

無。 

２ Ｄの脳性麻痺及びＥの死亡の原因 

３ 臨床病理センターＨの責任 

４ Ｏ医師の責任 

５ Ｉ病院の責任 

 

【裁判所の判断】 

１ 争点１について 

Ｏ医師は，昭和４７年１月１９日及び昭和４９年１月

１１日，臨床病理センターＨに対してＲｈ式血液型の

判定検査を依頼しており，同センターは，この結果

報告に際して，真実はＲｈ(-)であるにもかかわらずＲ

母親A 

A型，Rh（－） 

父親B 

O型，Rh（＋） 

C（第一子） 

O型，Rh（＋） 

 通常の経過 

D（第二子） 

O型，Rh（＋） 

 脳性麻痺 

E（第三子） 

Rh（＋） 

 死産 



 

3 

 

ｈ(+)と誤った報告をしたと推認される。 

２ 争点２について 

Ｒｈ血液型不適合妊娠による新生児溶血性疾患の

ため，第二子Ｄは核黄疸を発症し，アテトーゼ型脳

性麻痺に罹患し，第三子Ｅは胎児全身水腫症によっ

て死亡するに至ったものと認められる。 

３ 争点３について 

臨床病理センターＨは，ＡのＲｈ式血液型の判定

検査依頼に対してＯ医師に対して誤った検査報告を

したことが認められ，Ｒｈ式血液型不適合による溶血

性疾患は妊産婦がＲｈプラスの場合には起こりえな

いことからその後の担当医の妊産婦・新生児の管理

体制に重大な影響を与え，Ｒｈ式血液型不適合妊娠

による新生児溶血性疾患のため，Ｄにアテトーゼ型

脳性麻痺という重度の障害を与え，第三子を死亡さ

せるに至つたもので，これらの結果につき他の被告

と共同してＡらに対し不法行為による損害賠償責任

を負うというべきである。 

４ 争点４について 

Ｏ医師は，臨床病理センターＨからのＡのＲｈ血液

型についての誤った検査報告を，その検査報告書も

添付することなくそのまま自己の診療内容として母子

健康手帳に記載したもので，自らも認めるとおりカル

テにはＲｈ式を含めた血液型の記載をすることはな

い。Ｒｈ式血液型については母子健康手帳をいわば

自らのカルテ代りに利用していたものということもでき，

右母子健康手帳の誤ったＲｈ式血液型記載により後

医であるＩ病院のＰ医師をしてその旨の血液型検査

を怠らしめ，同病院の当時の新生児管理体制の不

備と相まって，前記のとおりＤに脳性麻痺の障害を

与え，第三子を死亡させるに至ったものである。Ｏ医

師のＲｈ式血液型についての上記取扱，母子健康手

帳への記載方法等に照らせば，専門検査機関であ

る臨床病理センターＨの検査結果を信頼していたと

しても，その検査結果を自己の診療内容とする以上，

右検査結果が包含する本件各結果を招来する危険

を引受けるべき立場にある。 

Ｏ医師は，Ｉ病院が新生児重症黄疸の症状を発見

し，交換輸血を含めた適切な措置を講じていれば本

件の各結果を防止し得たのだから，Ｏ医師による母

子健康手帳へのＲｈ式血液型の誤記載と本件各結

果との間に因果関係はないと主張する。しかしなが

ら，Ｒｈ式血液型不適合妊娠による新生児溶血性疾

患による核黄疸の発生を防止するには，妊産婦のＲ

ｈ血液型がマイナスか否かを判定することがまず基

本となるというべきであり，右判定がマイナスという結

果を得て，妊産婦の輸血歴，妊娠歴等を含めた妊産

婦・新生児管理が強化される筋合にあり，妊産婦が

Ｒｈプラスという反対結果を得ながら新生児管理によ

ってこれを発見するためにはＲｈ式血液型不適合に

よる新生児溶血性疾患に基づく核黄疸が急速に進

行し，発病後一両日にして第一期症状を経過して不

可逆的な第二期以後の症状に及ぶことから，より高

度な新生児管理体制が要求されることに照らしても

前記因果関係を認めるに妨げないというべきである。

また，Ａが転医してＯ医師の診療時には具体的措置

をとりうる段階になかったとしても，その母子健康手

帳への判定結果の誤記載と本件各結果との因果関

係の存在を否定することにはならないというべきであ

る。 

５ 争点５について 

Ｉ病院は，その使用するＰ医師が前医であるＯ医

師のＲｈ式血液型についての誤った検査結果の記

載をそのまま信じて，ＡがＩ病院に転医した第一子Ｃ，

第二子Ｄの各妊娠８か月頃から出産まで相当期間

がありながらいずれもその旨の検査をすることなく，

また，その新生児管理の不備と相まち本件各結果を

招来させたものである。前医のＲｈ式血液型につい

ての記載を信頼したとしても血液型が妊産婦の突発

的出血や重症黄疸児の出生予防，特にＲｈ式血液

型不適合による胎児溶血性疾患については胎児の

９ないし１０か月頃に母親の血液検査により８，９割は

早期発見が可能とする文献上の指摘などを考え合

わせると血液型の判定は基本的かつ重要な役割を
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になっており，前医の判定結果についての危険を引

受けたといわざるをえず，本件各結果につき他の被

告と共同して原告らに対し不法行為による損害賠償

責任を負うというべきである。 

Ｉ病院はカルテの永久保存制を理由にＡの第二子

妊娠中の診断における血液型検査の不要を主張す

るが，右制度は同被告の内部的制度にすぎないうえ

より適切な診療のための基礎資料として従前の診断

結果を利用する根拠とはなりえても，誤った検査結

果の記載をいつまでも信頼してよいという根拠とはな

しえず，この観点からも危険を引受けたとみる考え方

が妥当するというべきである。 

さらに，Ｉ病院は，本件各結果の発生を防止する手

段はなかった趣旨の主張をしているところ，本件の

各事情に照らすと，仮にＡがＲｈマイナスであること

が判明していたとしても一般病院であるＩ病院におい

てＣ出生の際に抗Ｄヒト免疫グロブリン製剤の投与ま

でを期待するのは困難といわざるをえない。しかしな

がら，既に認定したところによれば，Ａの妊婦管理及

びＤの新生児管理を的確に行ないその一般状態（ビ

リルビン値を含む。）を正確に把握したうえで交換輸

血の処置をしていたならば新生児溶血性疾患による

核黄疸の発生を防止しえたというべきであるからＩ病

院のこの点についての主張にも理由がない。 

 

【コメント】 

１ 問題の所在 

本件は，開業医が，臨床病理センターの誤報告に

基づき，真実は母親のＲｈ式血液型がＲｈ(-)であるに

もかかわらず，母子手帳にＲｈ(+)と記載したところ，

母親が里帰り分娩のために入通院した病院の医師

が，当該母子手帳の記載を信頼し，改めて血液型検

査を行わず，ひいてはＲｈ式血液型不適合を念頭に

おいた対処がなされなかった結果，第二子及び第

三子について，Ｒｈ式血液型不適合による新生児溶

血性疾患が生じたという事例である。 

ここでは，開業医及び転院先の病院の責任が追

及されるにあたって，①開業医が外部委託した検査

機関の検査報告を信頼することの是非，②転院先の

病院が，転院元の開業医が記入した診療情報（本件

では母子手帳における記載）を信頼することの是非，

の２点が問われる格好となっているが，これらをより

一般化して捉えると「他の医療機関の報告を信頼す

ることの是非」が問われたともいえよう。そして，本件

判決が結論として開業医と転院先病院の賠償責任

を認めていることからは，一見すると，本件判決は，

一般論として「他の医療機関の報告を信頼してはい

けない」と述べているようにも思われる。 

仮に，本判決がそのような一般論を述べようとする

ものであるならば，自院にて検査を実施していない

ため外部に委託されることが多いこと，特に血液型

は時間の経過により変化するものでないこと等に照

らすと，非常に問題を含むものと考えられる。しかし，

筆者としては，本判決はそのような一般論を述べた

ものではなく，責任追及されたのが臨床病理センタ

ー，開業医及び転院先病院の３者であり，これら３者

の行為を一連のものとして捉えようとする中で述べら

れたに過ぎない特殊事例における判断と考えている。

以下では，その論拠と本件判決から学ぶべき点を考

察したい。 

２ 本件判決の見方 

紙幅の関係上，本件判決に現れた事実関係を網

羅することはできないが，判決では次のような点が指

摘されている。 

(1) 臨床病理センターは，検査依頼書及び検査報

告書の控えのいずれも保管していなかった。 

(2) Ｏ医師は，臨床病理センターが交付した検査報

告書をカルテや母子健康手帳に添付するなど

して保存していなかった。 

(3) Ｏ医院のＡの第一子妊娠中のカルテには，Ａの

Ｒｈ式・ＡＢＯ式のいずれの血液型の判定結果

も記載されていなかった（記載は梅毒・蛋白の

判定結果等に限られていた）。 

(4) Ｏ医院のＡの第二子妊娠中のカルテには，血
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液型のうち「Ｒｈ(+)」しか記載されていなかった

（この記載がいつの時点でなされたかについて

は争いがある）。 

(5) Ｉ病院の産婦人科の診療態勢は，常勤医Ｐ医師

と隔週毎に来院する若い非常勤医師の２名，看

護師１８名，助産師４名，看護助手２名であると

ころ，第二子が出生・入院していた月の分娩数

は１１４件であり，当時の他院の診療体制とは相

当な隔たりがある。そして，第二子Ｄを取り上げ

た助産師の氏名が不明であることも併せ考える

と，Ｄの症状を的確に看取し，適切な処置を取

りうるような態勢がそもそもとれていなかった。 

以上のとおり，本件では，開業医が検査機関にＲ

ｈ式血液型の検査を依頼したとされているが，その

結果表は検査機関にも開業医の診療記録にも残さ

れておらず，第一子についてはカルテにもＲｈ式血

液型の記載がなく，ただ母子手帳の記載があるのみ

で（そのため，検査機関が「Ｒｈ式血液型の判定を誤

った」とされているが，そのことを示す客観的な資料

もない），また，実際に出産を行った転院先病院も，

多くの分娩を取り扱い過ぎており，誰が子を取り上げ

たのかさえ判明しないような診療体制であったため，

責任を追及された３者いずれについても「医療の基

本ともいうべき過失があった」と評価されてもやむを

得ない実態があった。 

このような前提事実が基礎になっているのであれ

ば，検査機関，開業医及び転院先病院の３者がい

ずれも賠償責任を負うとした本判決の結論自体は正

当と考えられる。そして，裁判所としては，この３者の

行為が相まって第二子の脳性麻痺後遺及び第三子

の死産という結果が生じたと説明する上で３者の行

為を一連のものとして説明する必要があり，その必

要性のために他の医療機関のＲｈ式血液型の報告

を信頼したことを不適切とする判断が示されたので

はないかと思われる。 

このように，本件判決が述べるところは，一般化す

ると非常に問題があるように思われるが，実際には３

当事者の行為を一連のものとして評価する必要性が

あった個別の特殊事案に対する判断であるとして，

限定的に評価するべきであろう。 

３ 本件判決から学ぶべき点 

判決文には言及されていないものの，おそらく本

件の開業医Ｏとしては，自院にて血液型検査を実施

していないために検査を外部委託したものと思われ

る。このことに加えて，基本的に母親の血液型に関

する検査結果が変化することはないと考えられること

に鑑みると，一般論としては，検査機関にてなされた

血液型検査の結果については，これを信用して良い

ものと考えられる。 

もっとも，当該検査結果が「信頼に値するものであ

るかどうか」が問われる余地はあり（例えば，口頭で

の報告は，検査結果報告書による報告に比してヒュ

ーマンエラーが入り込む可能性があり，比較的に信

頼性が劣ると考えられよう），そのような観点からは，

当該検査結果が「信頼に値するものであった」ことを

示すエビデンスとして，検査結果報告書のカルテへ

の添付やカルテ記載を充実させることが重要である

といえよう。 

このようにカルテにエビデンスを残すことの重要性

については，今日的には当然のこととして認識され

ているものと思われる。その意味で，本件事例が述

べるところについて過剰反応する必要はないが，本

件のように，カルテにエビデンスを残すという基本的

なところを怠った場合には，判決のような厳しい判断

がくだされることに繋がりかねないことは念頭に置か

れて良いと思われる。 
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